


























　発生事実・重要情報の提供

　重要案件の付議

　　　　　代表取締役１名

　　　　社内取締役、執行役員

　　　　 部門長、管理部員他

　案件の検討、取締役会への付議

　案件の決議

開示の要否

　・ＴＤｎｅｔ

　・記者会見

会社情報の開示・公表

管理部

情報管理責任者（管理部長）

又は

情報主管責任者

管理部

取締役会

【 会社情報の適時開示に係る社内体制概略図 】

管理部

（随時相談）

監査法人

顧問弁護士

(各情報主管責任者)

証券代行機関

幹事証券会社

(会社情報を一元管理）

（開示・公表担当部門）

監査等委員会

業務会

生産部門技術開発部門管理部門 営業部門 工事部門
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